
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※指定年月日については、原則各月 1 日付 

 

新規指定年月日 書類提出締切日 介護保険運営協議会 

令和 6年 8月 1日 

令和 6年 5月 10日(金) 
令和 6年度第 2回 

（7月開催予定） 
令和 6年 9月 1日 

令和 6年 10月 1日 

令和 6年 11月 1日 

令和 6年 8月 9日（金） 
令和 6年度第 3回 

（10月開催予定） 

令和 6年 12月 1日 

令和 7年 1月 1日 

令和 7年 2月 1日 

令和 7年 3月 1日 

令和 6年 12月 6日（金） 
令和 6年度第 4回 

（2月開催予定） 
令和 7年 4月 1日 

令和 7年 5月 1日 

指定介護予防支援事業者の対象拡大に伴う直接指定

について  

○令和６年４月から指定居宅介護支援事業者が市からの指定を受け、介護予防支援を実

施できることとなった。 

 

○令和５年度 第４回 介護保険運営協議会で審議いただき、指定介護予防支援事業者の

指定については、「介護保険運営協議会における審議を経て行う」こととして、承認い

ただいた。 

 

○指定介護予防支援事業者の指定については、介護保険法に示されている。 

（参考資料 No.3 参照） 

第 115条の 22 第 58条第 1項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、 

（以下省略） 

4 市町村長は、第 58条第 1 項の指定を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町

村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を

講じなければならない。 

 

○今後のスケジュール 

 新規指定年月日に即した運営協議会にお諮りし、ご審議をいただきます。 
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